
令和５年度９月補正予算案の追加提案の概要 

 

１ 基本的な考え方 

令和５年台風第１３号により県民の日常生活に甚大な影響が生じていることから、住宅の応急

修理などに必要な経費や、生活再建に向けた支援、被災した中小企業の負担軽減や社会福祉施設

等の復旧、公共土木施設の応急復旧など、緊急性が高い事業について、スピード感を持って予算

計上するもの。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：百万円） 

区 分 
現計 

Ａ 

補正予算 

［既提出分］Ｂ 

補正予算 

［追加分］Ｃ 

補正後 計 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

一般会計 １，３００，８５７ ６，６０５ ２，０８４ １，３０９，５４６ 

・今回の補正予算に係る所要の一般財源については、前年度からの繰越金を充当した。 

 

３ 主な事業                      （単位：百万円） 

 （１）生活再建支援 

・ 災害救助費                               ４７８ 

（災害救助法に基づく避難所の設置や住宅の応急修理などの経費） 

新 災害弔慰金等補助事業                            ８ 

(災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく被災者の遺族への弔慰金の支給) 

・ 災害援護資金貸付事業                           ５７ 

（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく被災者への災害援護資金の貸付） 

  ・ 被災者生活再建支援補助事業                        ５５ 

(被災者生活再建支援法が適用とならない被災者に対する県独自の支援) 

・ 県災害見舞金支給事業                            ３ 

（被災者に対する県独自の見舞金の支給） 

・ 感染症予防医療法施行事業                          １ 

(感染症の発生予防やまん延防止のために市町が実施する消毒に対する補助) 

 （２）中小企業への支援 

・ 中小企業融資資金貸付金               【融資枠１，６９０】５６４ 

・ 中小企業信用保証料助成                          １４ 

・ 緊急対策融資利子補給事業                          １ 

（被災した中小企業に対する災害対策融資枠の拡充及び利子補給等） 
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 （３）その他の支援 

・ 社会福祉施設災害復旧事業                         ７０ 

（被災した認定こども園の復旧に対する補助） 

 （４）災害復旧事業 

・ 県単公共                                ７０１ 

（被災した道路、河川の応急復旧等） 

   新 県立学校校地等災害復旧事業                       １３３ 

     （被災した県立高等学校のグラウンドや法面の復旧等） 

 

４ 債務負担行為 

   ・中小企業融資資金貸付金 ２件（５０百万円） 

 

（注意）単位未満の四捨五入により、合計と各項目の足し上げが一致しない場合がある。 
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